
1．最高裁判所事件月表 （民事）

令和7年1月分 訟廷事務室統計係

注上告(オ） ． （行ツ)欄の上段は旧法事件数で、中段は新法事件数で、いずれも外数であり、下段（ ）数値は、並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） ． （行上）欄の中段（ ）数値と特別抗告（ク） 。 （行卜）欄の下段（ ）数値は、並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） ． （行上）欄の新受の下段（ ）数値は、係属事件の内で、当月受理決定のされた事件数であり、既済・未済の下段は、受理決定のあった事件数で内数である。

〔 〕数値は、分配替えがあった事件で新受計・既済計に含まれていない。

(令和7．2． 19訟統印）

新 受

大法廷 第一小法廷
I

第二小法廷I第三小法廷 計

既 済

大法廷 第一小法廷 第二小法廷1第三小法廷 計

未 済

大法廷 筑一小法廷 第二小法廷 第三小法廷
Ｌ
Ｉ
歌
回

1月からの累計

新受 既済

総 数 233 198 ・ 245 I 676 197 209 183 589 714 733 831 2278 676 589

民事総数 205 169 214 1
P

588 170 176 155 501 615 625 699 1939 588 501

特別上告(テ）

うち少額異戯

2 2
0 21 6

1
1

2 1 2 ５ 2 3 3 8 6 5

(旧法）

上告(オ） （新法）

(並行）

Pつ一一一q■■一一一一q

58

(45）

46

(40）

58 162

(51） (136）

50

(43）

55

(47）

36

(32）

141

(122）

197

(179）

178

(155）

222

(205)

597

(539）

162

(136）

141

(122）

上告受理

(受） ． （並行）

(受理決定）

P一一4■今●■、●‐eq

77 61 77

(45） (40） (51）
1

215

(136）

58

(43）

67 53

(48)’ （33）
(1

178

(124）
一一一 一今－ 今一■

(1)
－百一一

268

(179）

246

(159）

(5)

299

(204）

813

(542）

(5)

215

(136）

178

(124）

(1)

再審(訴訟)(ヤ） 1 1 1 1 1 3 1

特別抗告(ク）

(並行）

■■■■■■■■■■■■■■■■＝q

30

(2)

26 30 86

(2)

40 ． 29
I
ト

40 109 38

(7)

64

(6)

54 156

(6) (19）

86

(2)

109

許可抗告(許） 2 1 3 1 1 8 9 10 27 3 1

再審(抗告)(ヤ） 19 22 28 69 1 1 82 103
I
82 267 69 1

民事雑(マ） 17 12 17 46 20 23 23 66 19 21 28 68 46 66

行政総数 28 29 31 88 27 33 28 88 99 108 132 339 88 88

特別上告(行テ）

(旧法）

上告(行ツ） （新法）

(並行）

’
－一等一一△｡－

1 8
－．．－．．．．．･･･‘･･･4－－－－－－‘･･･－－

1 （6）

7

(3)

8

(7)

一羊一年全一

23

(16）

101 13

(8)I （11）

10

(9)

33

(28）

29

(24）

26

(21）

45

(42）

100

(87）

23

(16）

33

(28）

上告受理

(行上） （並行）

(受理決定）

U

1

F 1■一一q■一句‐｡｡● ‐‐ー■■○4■‐ー

9
q■‐

(6)

■

ｌ
ｌ
ｆ
ｄ

■

ｌ
ｌ
ｆ
ｄ
Ｏ
Ｉ
ｏ
０
ｆ
９
６
ｐ

Ｏ
Ｉ
ｏ
０
ｆ
９
６
ｐ

(1)

8

(3)

9

(7)

26

(16)

(1)

今 9 12

､． (7)： （11）

11

(9)

(1)

32

(27）

(1)

37

(26）

(2)

39

(22）

(3)

53

(42）

129

(90）

(5)

26

(16）

(1)

32

(27）

再審(訴訟)(行ナ）

特別抗告(行ト）

（並行）
■

ロ－－－－－－ｰ

１
１
１
■一

4 3 4 1l 4 ・ 1 3 8 3 7 5 15 11 8

許可抗告(行う） 1 1

再審(抗告)(行ナ） 6 11 8 25 29 30 25 84 25

行政雑(行二） 1 2 3 4 7 4 15 l1

i 6 3 10 3 15



2． 最高裁判所事件月表 （刑事）

令和7年1月分

の既謂

(注1） 刑事に関する掲上数は、すべて人員である。

(注2） 2．最高裁判所事件月表（刑事）中未済の（ ）数値は、上告受付時に被告人の

身柄が勾留中のもので内数である。
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4． 上告既済事件の審理期間表
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